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大気汚染防止法の
揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出規制

• 大気汚染防止法の概要（固定発生源）
１．目的

わが国では、大気環境を保全するため、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定されました。この法律
は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としていま
す。

２．制度の概要
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境

基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規
制を実施しています。

• 揮発性有機化合物（ＶＯＣ） 対策
大気汚染防止法では、固定発生源（工場や事業場）から排出又は飛散する大気汚染物質について、物

質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの
基準を守らなければなりません。 浮遊粒子状物質や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況は
いまだ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダン
トによる健康被害が数多く届出されており、これに緊急に対処することが必要となっています。浮遊粒子
状物質及び光化学オキシダントの原因には様々なものがありますが、揮発性有機化合物（ＶＯＣ
（volatile organic compounds））もその一つです。ＶＯＣとは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機
化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
このＶＯＣの排出を抑制するため、環境省においては、自動車からの炭化水素の排出規制に加え、以

下のように、工場等の固定発生源からのＶＯＣの排出及び飛散に関し、排出規制、自主的取組の促進、
各種検討調査などの施策を講じています。



（社）日本塗料工業会での
低ＶＯＣ塗料の自主表示について

（社）日本塗料工業会（以下、工業会という）は、改正大気汚染防止法（平成１８年４月１日
施行）で記載されている「国民の努力としての低ＶＯＣ製品の選択購入」に関しまして、国民
が塗料を選びやすくなる枠組みを提供することを決めました。その結果、工業会として低Ｖ
ＯＣ塗料自主表示を行います。
当工業会は、ここ数年、「環境」「安全」「健康」に関する問題を最重要課題として取組みを

進めてきます。特にＶＯＣ排出抑制に関しましては長年の課題となっており、平成１６年度に
は法規制に先駆け「塗料、塗装からのＶＯＣ排出抑制自主目標を設定」し塗料ユーザー、塗
装設備機器メーカーと三位一体の活動を推進しています。
具体的な当工業会取組み活動としては、ＶＯＣの少ない塗料の開発並びにそれらへの置

換促進と同時にトップランナー方式の事例を研究し横展開を図って、当工業会の会員、関
係者の意識向上をはかってきました。
また、環境省、経済産業省や東京都などのＶＯＣ排出抑制ガイドブックの作成等に積極

的に参画して協力してきました。
但し現状のＶＯＣ排出抑制の調査等では、現場での実効程度が今一つ思わしくないよう

にあり、汎用分野や小規模塗料扱い所での推進には視覚でのアピールがキーポイントと思
われます。
これらのことより、塗料製品中のＶＯＣ成分含有量が30重量％以下の塗料に「低ＶＯＣ塗

料」の自主表示を行います。水系塗料、粉体塗料などには元々低ＶＯＣ塗料のためここでは
溶剤形塗料が対象になり、表示は「低ＶＯＣ塗料（溶剤形）」と致します。



化学物質排出把握管理促進法
（ＰＲＴＲ制度）

PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されてい
ます。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く
存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計354物質が指定されています。そ
のうち、発がん性のある「特定第一種指定化学物質」として12物質が指定されています。

☆ 第一種指定化学物質の例
• 揮発性炭化水素ベンゼン、トルエン、キシレン等
• 有機塩素系化合物ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
• 農薬臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
• 金属化合物鉛及びその化合物、有機スズ化合物等
• オゾン層破壊物質CFC、HCFC等
• その他石綿等

PRTR制度の年間取扱量や排出量等を把握する際に対象となる製品（取扱原材料、資
材等）の要件は、対象化学物質（第一種指定化学物質）を一定割合以上（1質量％以上。た
だし、特定第一種のみ0.1質量％以上）含有する製品であり、代表的な種類としては、化学
薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
なお、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ない
と考えられる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的に把握の対象外としてい
ます



法規制と塗料対応の例



溶剤系塗料の中に含まれているＶＯＣ



諸外国のVOC規制との比較



欧州各国のVOC排出抑制の実績



塗料製造業者R＆Dの年次調査
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低公害塗料の特徴及び管理



低公害塗料の種類と効果

低公害型塗料は、一般的に水系塗料・無溶剤型塗料・ハイソリッド型塗料に分類できる。

1.水系塗料・・・・・VOC成分に変わって水が溶剤または希釈剤・分散剤の主体となるもの

2.無溶剤型塗料・・・・・溶剤または、希釈剤を含まないもの（粉体塗料等）

3.ハイソリッド型塗料・・・・・VOC成分は、含むがその率が低くまた、固形分比率が高いもの



低公害塗料の特徴



水系塗料の特徴

水系塗料中の水の量

水 有機溶剤

中塗 ４２％ ５％

ベース ６３％ １１％

塗料中の４０％以上が水

成分で構成される

溶剤塗料中の溶剤量

有機溶剤

中塗 ４５％

ベース ８０％

塗料中の溶媒は有機溶剤

のみで構成される

水系塗料は、有機溶剤量が少なく安全衛生面に優れる

例）自動車塗料

90％削減

72％削減



溶媒としての水の特徴

項　目 水 トルエン 水の特異性

溶解性パラメーター (  ( cal / cm  )1/2 ) 23.5 8.9 通常の塗料用樹脂は溶解しない

沸点（℃） 100 110.6
蒸発潜熱  ( cal / g ) 587 98.6
相対蒸発速度  ( BuAc = 100 ) 38 200
表面張力  ( dyne / cm  ) 72.6 28.5 素材への濡れ性に劣る（ハジキ易い）

誘電率  ( 20℃  ) 80.1 2.24 静電塗装に工夫が必要

沸点の割に蒸発速度が遅いため、

ワキ・タレを生じ易い

水の特異性に対処可能な設計であることが必要



水系塗装での注意点

• 溶剤系より水系は、蒸発しにくい為ＷＥＴ状態となり、塗装後に垂れ易い。



水の特徴に由来する水系塗料の課題

蒸発潜熱が高い

表面張力が高い

新油性が劣る

水の単一組成に
近い組成

誘電率が高い

水可溶成分が多
い

�スプレー時に水分が蒸発しにく
く、タレ・ALムラが発生しやすい

�下地への濡れ性が劣る
�ハジキが発生しやすい
�気泡が発生しやすい

�水の突沸によるワキ
�蒸発が塗装環境による影響を
受け易い

�従来の静電塗装機が適用でき
ない

�排水中のCOD濃度が増加

塗装作業性
の制約

塗装設備
の制約



水系塗料のメリットとデメリット

�温度、湿度の管理が必要

�ｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ塗料の管理（粘度、PH、温度１５～３

０℃）

塗装管理

•溶剤型よりもシビアな管
理必要

�SUS配管、タンクなどの設備が必要

�廃水処理設備

�水系用塗装機が必要

�ﾌﾗｯｼｭｿﾞｰﾝ、ｸｰﾘﾝｸﾞｿﾞｰﾝの増設、ライン長の延長

設備

•水系専用設備が必須

塗装

１５～３０℃での保管保管方法

•溶剤型よりもシビアな管
理必須

溶剤系塗料に対して８０％以上削減VOC排出量

塗料

メリット ＆ デメリット

＊メリットは青色で、デメリットは赤色で表記



水性塗料の分類水性塗料の分類

溶剤型塗料技術
水性塗料

水溶性型 ディスパージョン型 エマルジョン型

応力

（撹拌速度）

塗料粘度

応力

（撹拌速度）

塗料粘度

溶解状態の塗料は撹拌速度を

変化させても粘度変化しない。

一方、“分散状態”の塗料では

撹拌速度が変わると粘度変化

する。例えば、マヨネーズにみ

られる性質と同じである。

（高粘度・低固形分） （両者の中間） （低粘度・高固形分）



低公害塗料のまとめ

2.更に環境配慮型低公害塗料

アクリルエマルジョン塗料

ハイソリッド型塗料

ディスパージョン塗料

超ハイソリッド型塗料
低分子エマルジョン（粒子が大きい）

水溶性+エマルジョン（粒子が小さい）

溶剤含有率が、約30％

溶剤含有率が、さらに少ない

水系ＶＯＣ対応品

少溶剤ＶＯＣ対応品

ＶＯＣ対策塗料及びＶＯＣ対策シンナー （トルエン、キシレン、ベンゼンを含まない）

溶剤ＶＯＣ対応品

1.一般溶剤型に近い環境配慮型低公害塗料



水系塗装での注意点
• 水系では、成型品の油系、離型剤等により密着不良になる

場合がありますので良く脱脂をしてください。手の汗も注意し
てください。

• 一般的に非常に垂れやすい為、冶具の検討も慎重に。
• 塗料保管温度を一定にしてください。水系塗料によっては、

低温0℃以下になると凍ってしまいまた、高温40℃以上に
なっても壊れてしまう。（貯蔵室は、常時エアコンにて管理が
理想）

• 静電塗装をされる場合水系は、電気を通しますので管理に
は、慎重にお願い致します。アース部分での火災事故も報告
されております。

• 湿度・温度によって塗装条件が、かなり変わります。
• 塗装器具は、錆びない材質にしましょう。
• 一度固まるとなかなか取れません。日々のメンテナンスを心

がけてください。


